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三木町教育委員会告示第３号 

 

三木町立三木中学校部活動生徒引率に関する要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

 

令和８年１月26日 

三木町教育委員会教育長 間嶋 浩      

 

三木町教育委員会要綱第１号 

 

三木町立三木中学校部活動生徒引率に関する要綱の一部を改正する要綱 

 

三木町立三木中学校部活動生徒引率に関する要綱（令和５年三木町教育委員会要綱第５号）の一部

を次のように改正する。 

第７条第１項ただし書を削る。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


